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1．当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これ

を承諾したときは、当該取引に係る契約が成立したものとします。 
2．夜間金庫（以下「金庫」という。）は、ご本人の当座預金、普通預金その他預金へご入

金の場合にのみご利用できます。 
3．ご入金の際は、所定の入金袋に現金、小切手等とともに、氏名、金額等必要事項をご記

入の当座勘定入金帳又は入金伝票を入れ、鍵をかけて金庫にご投入ください。 
4．金庫に投入された入金袋内の現金・小切手等は翌営業日に入金処理いたします。万一、

ご入金の金額が当座勘定入金畷又は入金伝票記載の金額と相違している場合は、当金庫で

確認した金額をもって入金処理いたします。 
5．天災その他不可抗力による滅失、又はご利用者による金庫扉や入金袋の不完全閉鎖によ

る事故等、当金庫が内容を確認する前に生じた損害については、当金庫は一切その責任を

負いません。 
6．金庫扉の鍵、入金袋及びその鍵の保管については十分ご注意し、万一紛失又は破損した

場合は、直ちに当金庫へお届ください。この場合、再製又は修理の費用はご負担願います。 
7．この金庫のご使用は、ご本人又は当金庫の都合で、何時でも一時中止又は解約すること

ができます。なお、解約の際は金庫扉鍵、入金袋及びその鍵を直ちに当金庫にお返しくだ

さい。 
（2）前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切で

ある場合には、当金庫はこの夜間金庫の利用を停止し、又は契約者に通知することにより

この契約を解約することができるものとします。 
イ．契約者が夜間金庫利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 
ロ．契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴

力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当

し、又は次のいずれかに該当したことが判明した場合 
Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと 
Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 
Ｅ．役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること  
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ハ．契約者が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 
Ａ．暴力的な要求行為 
Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 
Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
Ｄ．風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫

の業務を妨害する行為 
Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

8．この金庫扉の鍵、入金袋及びその鍵は他に転貸、譲渡又は質権の目的とすることはでき

ません。 
9．この金庫のご使用は、この使用規定のほかに下記「使用方法」記載の諸事項をお守りく

ださい。もしお守りくださらないためにご損害がありましても当金庫はその責任を負いま

せん。 
10．契約期間中の金庫使用料は、別にお知らせした料金を申し受けます。 
11．契約期限の満了日までに、契約者又は当金庫より特別の意志表示のない場合は更に 1
か年間自動延長するものとし、以後も同様といたします。 

12．印鑑、社名、商号、代表者、氏名、住所などに変更がありましたら、直ちに申し出願

います。 
13．この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認

められる場合には、店頭表示、当金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方

法で周知することにより変更できるものとします。 
（2）前項によるこの規定の内容の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用される

ものとします。 
 
【 夜間金庫使用方法 】 
1．この金庫は、お払い戻しや新規のお預け入れの場合はご使用になれません。直接窓口に

お持ちください。 
2．営業時間中にご利用の場合、小切手、手形の支払資金のためのご入金等、お急ぎの場合

は窓口へ直接お持ちください。 
3．入金袋が 2 袋以上に及ぶ場合は、入金伝票を 1 袋毎にお入れください。 
4．金庫扉を開けて入金袋を所定の位置におき、扉を閉めると入金袋は自然に落ちるように

なっておりますが、扉を閉める前にもう一度入金袋が確かに下へ落ちたかをお確かめくだ

さい。 
5．施錠後、レシートが発行されますので、お持ち帰りください。 
 


